
                          Ｈ２４．４．４（水） 

    総務文教常任委員会           午後 時  分～ 

                           第３委員会室 

 

１ 開  議 

 

 

２ 暴力団排除条例について 

 ○全員協議会での協議を踏まえた条例案について 

 

 ○パブリックコメントについて 

   ・期間、方法等 

 

 

３ その他 

   次回の日程について 

 



亀岡市暴力団排除条例に係るパブリックコメント募集について（案） 
 
１ 募集期間   平成２４年４月１８日（水）～５月１７日（木）※必着 
 
２ 応募方法  郵送、FAX、電子メール、事務局窓口等（電話不可） 
 
３ 広報方法   
 （１）キラリ☆亀岡おしらせ（平成２４年５月１日号） 

・・５/１０～５/２５間の記事なので「募集中です」 
 （２）議会だより№１５２（４月３０日発行、５月１日全戸配布） 
      
 （３）新聞広報、記者発表 
       広報用紙、条例案資料 
 （４）市ホームページ 
       募集の概要、条例案資料 
 （５）情報コーナー、事務局窓口 
       パブコメ要綱に準じた一覧表、条例案資料 
 
今後のスケジュール（案） 
 ○４月 ６日（金）検察庁へ事前協議 
      ↓    市総務課を通じて庁内周知 
 ○４月１８日（水）～５月１７日（木）パブコメ終了 
      ↓        
 ○５月２１日（月）総務文教常任委員会 
      ↓ 
 ○５月２４日（木）検察庁へ正式協議（文書） 
      ↓ 
 ○６月 １日（金）検察庁からの回答 
          パブリックコメントへの回答 
      ↓ 
 ○６月 ７日（木）条例制定に係る起案 
      ↓ 
 ○６月１２日（火）条例案制定に係る決裁終了 
      ↓ 
 ○６月１４日（木）議会運営委員会で発議者決定 
      ↓ 
 ○６月１８日（月）６月定例会閉会日、上程、議決  
 


